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島根県は全力で県内の安全・安心なお産を
サポートしています！

☆かかりつけ医で対応が難しい妊娠中の異常、分娩の異常、胎児や新生児の異常に適切に対

応するため、総合周産期母子医療センター（島根大学医学部附属病院）、地域周産期
母子医療センター（松江赤十字病院､島根県立中央病院､益田赤十字病院）が連携
して支援しています。

☆県内の周産期医療機関が妊娠週数や赤ちゃんの状態ごとに役割分担し、受け
入れ医療機関を決めています。妊娠中や出産時の異常、胎児や新生児に異常等が認
められた場合、かかりつけ医から遠方の周産期母子医療センター等へ転院して
いただくことがあります。

☆誰もが安全で安心なお産ができるよう、お母さんと赤ちゃんの健康を守るため、県内の医

療機関が役割分担して連携していることを、どうぞご理解ください。

島根県周産期医療ネットワーク体制
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